
井原市立大江小学校 

信頼される教職員、信頼される学校であるための心構え【５つの行動指針】 

 

不祥事を未然に防ぐための校内ルール 

【体罰・暴言】 

○体罰は絶対許されない行為であることを全員で確認する。 

○児童の人権を尊重し大切にする意識をもつ。 

 ○児童への言葉遣いに気を付ける。 

【わいせつな行為・セクハラ・パワハラ】 

 ○不必要な身体接触は行わない。 

 ○個別指導を閉ざされた空間で行う場合は、複数の職員で対応する。 

 ○児童の発達段階の応じた距離感をもち、誤解を招く行為はしない。 

 ○教職員同士で互いに声を掛け合い、気軽に注意喚起し合える雰囲気や人間関係を醸成する。 

【交通安全・飲酒運転】 

 ○許可なく児童を自動車に同乗させない。 

 ○交通事故の加害者・被害者になった場合は誠実に対応し、管理職に事故報告を必ず行う。 

 ○微量であっても飲酒した場合は絶対に車を運転しない。 

 ○飲酒時間や量によって翌日まで基準値以上のアルコールが体内に残ることを認識している。 

 ○車を運転する者に飲酒を勧めた者や同乗者も責任を問われることを認識している。 

【情報管理】 

 ○原則、個人のスマートフォンや携帯電話を校内で持ち歩かない。 

 ○児童や保護者へのメールやSNSでの個人的な連絡は絶対に行わない。 

○個人情報・学校情報は校外に持ち出さない。 

 ○原則、学校用パソコンで個人のＵＳＢメモリは使用しない。 

【公金等の管理】 

 ○集金は速やかに口座へ入金し、適正な支払いを行う。 

 ○学校備品や消耗品は管理をきちんと行い、個人用として使用しない。 

 

         

       

         

  □法令を遵守し教育公務員としての自覚をもち、服務規律の徹底に努める 

  □自分の言動に責任をもち、資質・能力の向上に努める 

  □子どもと共に学び、共に成長し手本となる行動に努める 

  □何でも相談し、共に助け合える職場環境をつくる 

  □大江の特色を知り連携し交流を通して理解を深める 

【相談窓口】 

○井原市立大江小学校（どの教職員に声を掛けていただいても結構です。） 

０８６６－６７－０４３９ 

○井原市教育相談室 

０８６６－６２－８０９０ 


